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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　作動液の供給により複数の車輪の各々に制動力を付与する複数のホイールシリンダと、
　前記複数のホイールシリンダの各々に液圧を保持するために各ホイールシリンダの上流
に設けられている複数の保持弁と、
　前記複数の保持弁の上流圧を共通に制御するために前記複数の保持弁の上流に設けられ
ている一対の調圧用制御弁と、
　前記上流圧の目標圧からの偏差が設定範囲から外れている場合に前記調圧用制御弁を用
いて該上流圧を該目標圧へと追従させる調圧モードと、該偏差が該設定範囲に収まってい
る場合に選択される保持モードと、を切り替えて該上流圧を制御する制御部と、を備え、
　前記制御部は、前記保持モードから前記調圧モードへの切替に先行して前記調圧用制御
弁が差圧により機械的に開弁されるように、前記保持モードにおいて前記調圧用制御弁の
開弁圧を制御することを特徴とするブレーキ制御装置。
【請求項２】
　前記制御部は、前記保持弁をいずれも開弁状態として前記上流圧を前記ホイールシリン
ダに共通に供給する通常ブレーキモードと、前記保持弁のうち少なくとも１つを反復的に
開閉する特別ブレーキモードとを含む複数のブレーキモードから１つを選択して制動力を
制御するよう設定されており、前記特別ブレーキモードが選択されている場合において、
前記設定範囲内に前記目標圧を含むように設定される許容範囲に前記上流圧が含まれない
ときに前記調圧用制御弁が機械的に開弁されるように前記保持モードにおいて開弁圧を制
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御することを特徴とする請求項１に記載のブレーキ制御装置。
【請求項３】
　前記調圧用制御弁は、前記上流圧を増圧するための増圧制御弁と、前記上流圧を減圧す
るための減圧制御弁と、を含み、
　前記制御部は、前記上流圧が前記目標圧を下回るときに前記増圧制御弁が機械的に開弁
されかつ前記目標圧よりも所定量高圧に設定される基準圧を前記上流圧が上回るときに前
記減圧制御弁が機械的に開弁されるように前記増圧制御弁及び前記減圧制御弁の開弁圧を
制御することを特徴とする請求項２に記載のブレーキ制御装置。
【請求項４】
　前記減圧制御弁は供給される電流に応じて開弁圧が変動する電磁制御弁であり、前記増
圧制御弁は供給される電流に応じて開弁圧が変動する電磁制御弁であり、
　前記制御部は、前記減圧制御弁及び前記増圧制御弁への供給電流をフィードフォワード
制御により制御することにより前記減圧制御弁及び前記増圧制御弁の開弁圧を制御するこ
とを特徴とする請求項３に記載のブレーキ制御装置。
【請求項５】
　前記調圧用制御弁は、前記上流圧を増圧するための増圧制御弁を含み、
　前記制御部は、前記調圧モードにおいて前記上流圧が前記目標圧を下回るときに前記増
圧制御弁が機械的に開弁されるように前記増圧制御弁の開弁圧を制御することを特徴とす
る請求項１に記載のブレーキ制御装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、車両に設けられた車輪に付与される制動力を制御するブレーキ制御装置に関
する。
【背景技術】
【０００２】
　例えば特許文献１には、いわゆるブレーキバイワイヤによるブレーキ制御装置が記載さ
れている。ブレーキバイワイヤでは運転者のブレーキ操作を検出して電子制御により運転
者の要求制動力を発生させる。このブレーキ制御装置においては、一対のリニア制御弁に
より各ホイールシリンダ圧を共通に制御することが可能であり、ホイールシリンダごとに
リニア制御弁を設けるのと比べてコスト低減という観点から見て好ましい。
【０００３】
　また特許文献２には、ＡＢＳ制御中にＡＢＳ保持弁の開閉による上流圧の変動が抑制さ
れるように、開弁されている保持弁数に応じてリニア制御弁の制御ゲインを変更して制御
するブレーキ制御装置が記載されている。
【特許文献１】特開２００６－１２３８８９号公報
【特許文献２】特開２００７－１３７２８１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、急制動時にブレーキの効きを高めるためにブレーキアシスト制御が実行され
る場合においてはＡＢＳ制御が並行して実行されることがある。ブレーキアシスト制御の
ためにホイールシリンダ圧が比較的高圧に制御されるため、車輪のロックが生じやすくな
るからである。ＡＢＳ制御により保持弁が反復的に開閉され、リニア制御弁の制御対象と
なる容積が動的に比較的大きく変動する。つまり、制御対象液圧であるホイールシリンダ
上流圧の制御特性が動的に変動することになる。この場合、通常のブレーキ制御に比べて
ホイールシリンダ上流圧を目標液圧へと追従させることは必ずしも容易ではない。
【０００５】
　そこで、本発明は、制御対象液圧を目標液圧へとスムーズに追従させること可能とする
ブレーキ制御技術を提供することを目的とする。
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【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明のある態様のブレーキ制御装置は、作動液の供給により複数の車輪の各々に制動
力を付与する複数のホイールシリンダと、複数のホイールシリンダの各々に液圧を保持す
るために各ホイールシリンダの上流に設けられている複数の保持弁と、複数の保持弁の上
流圧を共通に制御するために複数の保持弁の上流に設けられている一対の調圧用制御弁と
、上流圧の目標圧からの偏差が設定範囲から外れている場合に調圧用制御弁を用いて該上
流圧を該目標圧へと追従させる調圧モードと、該偏差が該設定範囲に収まっている場合に
選択される保持モードと、を切り替えて該上流圧を制御する制御部と、を備え、制御部は
、保持モードから調圧モードへの切替に先行して調圧用制御弁が差圧により機械的に開弁
されるように、保持モードにおいて調圧用制御弁の開弁圧を制御する。
【０００７】
　この態様によれば、制御部は、調圧モードにおいて、ホイールシリンダ上流圧の目標圧
からの偏差が設定範囲から外れている場合に上流圧を目標圧へと追従させるよう一対の調
圧用制御弁の少なくとも一方を制御する。偏差が設定範囲に収まっている場合には保持モ
ードを選択する。保持モードにおける調圧用制御弁の開弁圧が、保持モードから調圧モー
ドへの切替に先行して差圧により機械的に開弁されるように制御される。このため、偏差
が拡大するときにモード切替に先行して制御弁が差圧により機械的に開弁され、偏差が緩
和される。機械的開弁により差圧が設定範囲内に維持されれば調圧モードへ移行する必要
もなくなる。このように制御弁を実質的に差圧弁のように機能させることにより、制御特
性例えば制御対象容積の変動にも柔軟に対応して制御対象液圧を目標液圧へとスムーズに
追従させることができる。また、調圧用制御弁に対する制御負荷の増大を抑制することも
できる。
【０００８】
　制御部は、保持弁をいずれも開弁状態として上流圧をホイールシリンダに共通に供給す
る通常ブレーキモードと、保持弁のうち少なくとも１つを反復的に開閉する特別ブレーキ
モードとを含む複数のブレーキモードから１つを選択して制動力を制御するよう設定され
ており、特別ブレーキモードが選択されている場合において、設定範囲内に目標圧を含む
ように設定される許容範囲に上流圧が含まれないときに調圧用制御弁が機械的に開弁され
るように保持モードにおいて開弁圧を制御してもよい。
【０００９】
　この態様によれば、保持弁が反復的に開閉される特別ブレーキモードにおいて制御弁の
機械的開閉を併用する調圧が実現される。保持弁の反復的開閉は制御対象容積に比較的大
きな動的変動を引き起こす。調圧用制御弁の差圧弁的使用によりその影響を緩和して、制
御対象液圧の目標液圧への追従性を向上させることができる。
【００１０】
　調圧用制御弁は、上流圧を増圧するための増圧制御弁と、上流圧を減圧するための減圧
制御弁と、を含み、制御部は、上流圧が目標圧を下回るときに増圧制御弁が機械的に開弁
されかつ目標圧よりも所定量高圧に設定される基準圧を上流圧が上回るときに減圧制御弁
が機械的に開弁されるように増圧制御弁及び減圧制御弁の開弁圧を制御してもよい。
【００１１】
　この態様によれば、目標圧とそれよりも高圧の基準圧とにより設定される許容範囲を上
流圧が超える場合に増圧制御弁または減圧制御弁が機械的に開弁される。その結果ホイー
ルシリンダ上流圧を許容範囲に向けて自然に追従させることができる。
【００１２】
　減圧制御弁は供給される電流に応じて開弁圧が変動する電磁制御弁であり、増圧制御弁
は供給される電流に応じて開弁圧が変動する電磁制御弁であり、制御部は、減圧制御弁及
び増圧制御弁への供給電流をフィードフォワード制御により制御することにより減圧制御
弁及び増圧制御弁の開弁圧を制御してもよい。
【００１３】
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　この態様によれば、減圧制御弁及び増圧制御弁をフィードフォワード制御により実質的
に差圧弁として機能させることができる。よって、減圧制御弁及び増圧制御弁への制御負
荷を低減することができる。
【００１４】
　調圧用制御弁は、上流圧を増圧するための増圧制御弁を含んみ、制御部は、調圧モード
において上流圧が目標圧を下回るときに増圧制御弁が機械的に開弁されるように増圧制御
弁の開弁圧を制御してもよい。
【００１５】
　この態様によれば、調圧モードにおける上流圧の必要以上の減圧を増圧制御弁の機械的
開閉により補償することができる。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明によれば、制御対象液圧を目標液圧への追従性を向上させることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　以下、図面を参照しながら、本発明を実施するための最良の形態について詳細に説明す
る。
【００１８】
　図１は、本発明の一実施形態に係るブレーキ制御装置２０を示す系統図である。同図に
示されるブレーキ制御装置２０は、車両用の電子制御式ブレーキシステム（ＥＣＢ）を構
成しており、車両に設けられた４つの車輪に付与される制動力を制御する。本実施形態に
係るブレーキ制御装置２０は、例えば、走行駆動源として電動モータと内燃機関とを備え
るハイブリッド車両に搭載される。このようなハイブリッド車両においては、車両の運動
エネルギを電気エネルギに回生することによって車両を制動する回生制動と、ブレーキ制
御装置２０による液圧制動とのそれぞれを車両の制動に用いることができる。本実施形態
における車両は、これらの回生制動と液圧制動とを併用して所望の制動力を発生させるブ
レーキ回生協調制御を実行することができる。
【００１９】
　ブレーキ制御装置２０は、図１に示されるように、各車輪に対応して設けられたディス
クブレーキユニット２１ＦＲ，２１ＦＬ、２１ＲＲおよび２１ＲＬと、マスタシリンダユ
ニット２７と、動力液圧源３０と、液圧アクチュエータ４０とを含む。
【００２０】
　ディスクブレーキユニット２１ＦＲ，２１ＦＬ、２１ＲＲおよび２１ＲＬは、車両の右
前輪、左前輪、右後輪、および左後輪のそれぞれに制動力を付与する。本実施形態におけ
るマニュアル液圧源としてのマスタシリンダユニット２７は、ブレーキ操作部材としての
ブレーキペダル２４の運転者による操作量に応じて加圧されたブレーキフルードをディス
クブレーキユニット２１ＦＲ～２１ＲＬに対して送出する。動力液圧源３０は、動力の供
給により加圧された作動流体としてのブレーキフルードを、運転者によるブレーキペダル
２４の操作から独立してディスクブレーキユニット２１ＦＲ～２１ＲＬに対して送出する
ことが可能である。液圧アクチュエータ４０は、動力液圧源３０またはマスタシリンダユ
ニット２７から供給されたブレーキフルードの液圧を適宜調整してディスクブレーキユニ
ット２１ＦＲ～２１ＲＬに送出する。これにより、液圧制動による各車輪に対する制動力
が調整される。
【００２１】
　ディスクブレーキユニット２１ＦＲ～２１ＲＬ、マスタシリンダユニット２７、動力液
圧源３０、および液圧アクチュエータ４０のそれぞれについて以下で更に詳しく説明する
。各ディスクブレーキユニット２１ＦＲ～２１ＲＬは、それぞれブレーキディスク２２と
ブレーキキャリパに内蔵されたホイールシリンダ２３ＦＲ～２３ＲＬを含む。そして、各
ホイールシリンダ２３ＦＲ～２３ＲＬは、それぞれ異なる流体通路を介して液圧アクチュ
エータ４０に接続されている。なお以下では適宜、ホイールシリンダ２３ＦＲ～２３ＲＬ
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を総称して「ホイールシリンダ２３」という。
【００２２】
　ディスクブレーキユニット２１ＦＲ～２１ＲＬにおいては、ホイールシリンダ２３に液
圧アクチュエータ４０からブレーキフルードが供給されると、車輪と共に回転するブレー
キディスク２２に摩擦部材としてのブレーキパッドが押し付けられる。これにより、各車
輪に制動力が付与される。なお、本実施形態においてはディスクブレーキユニット２１Ｆ
Ｒ～２１ＲＬを用いているが、例えばドラムブレーキ等のホイールシリンダ２３を含む他
の制動力付与機構を用いてもよい。
【００２３】
　マスタシリンダユニット２７は、本実施形態では液圧ブースタ付きマスタシリンダであ
り、液圧ブースタ３１、マスタシリンダ３２、レギュレータ３３、およびリザーバ３４を
含む。液圧ブースタ３１は、ブレーキペダル２４に連結されており、ブレーキペダル２４
に加えられたペダル踏力を増幅してマスタシリンダ３２に伝達する。動力液圧源３０から
レギュレータ３３を介して液圧ブースタ３１にブレーキフルードが供給されることにより
、ペダル踏力は増幅される。そして、マスタシリンダ３２は、ペダル踏力に対して所定の
倍力比を有するマスタシリンダ圧を発生する。
【００２４】
　マスタシリンダ３２とレギュレータ３３との上部には、ブレーキフルードを貯留するリ
ザーバ３４が配置されている。マスタシリンダ３２は、ブレーキペダル２４の踏み込みが
解除されているときにリザーバ３４と連通する。一方、レギュレータ３３は、リザーバ３
４と動力液圧源３０のアキュムレータ３５との双方と連通しており、リザーバ３４を低圧
源とすると共に、アキュムレータ３５を高圧源とし、マスタシリンダ圧とほぼ等しい液圧
を発生する。レギュレータ３３における液圧を以下では適宜、「レギュレータ圧」という
。なお、マスタシリンダ圧とレギュレータ圧とは厳密に同一圧にされる必要はなく、例え
ばレギュレータ圧のほうが若干高圧となるようにマスタシリンダユニット２７を設計する
ことも可能である。
【００２５】
　動力液圧源３０は、アキュムレータ３５およびポンプ３６を含む。アキュムレータ３５
は、ポンプ３６により昇圧されたブレーキフルードの圧力エネルギを窒素等の封入ガスの
圧力エネルギ、例えば１４～２２ＭＰａ程度に変換して蓄えるものである。ポンプ３６は
、駆動源としてモータ３６ａを有し、その吸込口がリザーバ３４に接続される一方、その
吐出口がアキュムレータ３５に接続される。また、アキュムレータ３５は、マスタシリン
ダユニット２７に設けられたリリーフバルブ３５ａにも接続されている。アキュムレータ
３５におけるブレーキフルードの圧力が異常に高まって例えば２５ＭＰａ程度になると、
リリーフバルブ３５ａが開弁し、高圧のブレーキフルードはリザーバ３４へと戻される。
【００２６】
　上述のように、ブレーキ制御装置２０は、ホイールシリンダ２３に対するブレーキフル
ードの供給源として、マスタシリンダ３２、レギュレータ３３およびアキュムレータ３５
を有している。そして、マスタシリンダ３２にはマスタ配管３７が、レギュレータ３３に
はレギュレータ配管３８が、アキュムレータ３５にはアキュムレータ配管３９が接続され
ている。これらのマスタ配管３７、レギュレータ配管３８およびアキュムレータ配管３９
は、それぞれ液圧アクチュエータ４０に接続される。
【００２７】
　液圧アクチュエータ４０は、複数の流路が形成されるアクチュエータブロックと、複数
の電磁制御弁を含む。アクチュエータブロックに形成された流路には、個別流路４１、４
２，４３および４４と、主流路４５とが含まれる。個別流路４１～４４は、それぞれ主流
路４５から分岐されて、対応するディスクブレーキユニット２１ＦＲ、２１ＦＬ，２１Ｒ
Ｒ，２１ＲＬのホイールシリンダ２３ＦＲ、２３ＦＬ，２３ＲＲ，２３ＲＬに接続されて
いる。これにより、各ホイールシリンダ２３は主流路４５と連通可能となる。
【００２８】
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　また、個別流路４１，４２，４３および４４の中途には、ＡＢＳ保持弁５１，５２，５
３および５４が設けられている。各ＡＢＳ保持弁５１～５４は、ＯＮ／ＯＦＦ制御される
ソレノイドおよびスプリングをそれぞれ有しており、何れもソレノイドが非通電状態にあ
る場合に開とされる常開型電磁制御弁である。開状態とされた各ＡＢＳ保持弁５１～５４
は、ブレーキフルードを双方向に流通させることができる。つまり、主流路４５からホイ
ールシリンダ２３へとブレーキフルードを流すことができるとともに、逆にホイールシリ
ンダ２３から主流路４５へもブレーキフルードを流すことができる。ソレノイドに通電さ
れて各ＡＢＳ保持弁５１～５４が閉弁されると、個別流路４１～４４におけるブレーキフ
ルードの流通は遮断される。
【００２９】
　更に、ホイールシリンダ２３は、個別流路４１～４４にそれぞれ接続された減圧用流路
４６，４７，４８および４９を介してリザーバ流路５５に接続されている。減圧用流路４
６，４７，４８および４９の中途には、ＡＢＳ減圧弁５６，５７，５８および５９が設け
られている。各ＡＢＳ減圧弁５６～５９は、ＯＮ／ＯＦＦ制御されるソレノイドおよびス
プリングをそれぞれ有しており、何れもソレノイドが非通電状態にある場合に閉とされる
常閉型電磁制御弁である。各ＡＢＳ減圧弁５６～５９が閉状態であるときには、減圧用流
路４６～４９におけるブレーキフルードの流通は遮断される。ソレノイドに通電されて各
ＡＢＳ減圧弁５６～５９が開弁されると、減圧用流路４６～４９におけるブレーキフルー
ドの流通が許容され、ブレーキフルードがホイールシリンダ２３から減圧用流路４６～４
９およびリザーバ流路５５を介してリザーバ３４へと還流する。なお、リザーバ流路５５
は、リザーバ配管７７を介してマスタシリンダユニット２７のリザーバ３４に接続されて
いる。
【００３０】
　主流路４５は、中途に分離弁６０を有する。この分離弁６０により、主流路４５は、個
別流路４１および４２と接続される第１流路４５ａと、個別流路４３および４４と接続さ
れる第２流路４５ｂとに区分けされている。第１流路４５ａは、個別流路４１および４２
を介して前輪用のホイールシリンダ２３ＦＲおよび２３ＦＬに接続され、第２流路４５ｂ
は、個別流路４３および４４を介して後輪用のホイールシリンダ２３ＲＲおよび２３ＲＬ
に接続される。
【００３１】
　分離弁６０は、ＯＮ／ＯＦＦ制御されるソレノイドおよびスプリングを有しており、ソ
レノイドが非通電状態にある場合に閉とされる常閉型電磁制御弁である。分離弁６０が閉
状態であるときには、主流路４５におけるブレーキフルードの流通は遮断される。ソレノ
イドに通電されて分離弁６０が開弁されると、第１流路４５ａと第２流路４５ｂとの間で
ブレーキフルードを双方向に流通させることができる。
【００３２】
　また、液圧アクチュエータ４０においては、主流路４５に連通するマスタ流路６１およ
びレギュレータ流路６２が形成されている。より詳細には、マスタ流路６１は、主流路４
５の第１流路４５ａに接続されており、レギュレータ流路６２は、主流路４５の第２流路
４５ｂに接続されている。また、マスタ流路６１は、マスタシリンダ３２と連通するマス
タ配管３７に接続される。レギュレータ流路６２は、レギュレータ３３と連通するレギュ
レータ配管３８に接続される。
【００３３】
　マスタ流路６１は、中途にマスタカット弁６４を有する。マスタカット弁６４は、マス
タシリンダ３２から各ホイールシリンダ２３へのブレーキフルードの供給経路上に設けら
れている。マスタカット弁６４は、ＯＮ／ＯＦＦ制御されるソレノイドおよびスプリング
を有しており、規定の制御電流の供給を受けてソレノイドが発生させる電磁力により閉弁
状態が保証され、ソレノイドが非通電状態にある場合に開とされる常開型電磁制御弁であ
る。開状態とされたマスタカット弁６４は、マスタシリンダ３２と主流路４５の第１流路
４５ａとの間でブレーキフルードを双方向に流通させることができる。ソレノイドに規定
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の制御電流が通電されてマスタカット弁６４が閉弁されると、マスタ流路６１におけるブ
レーキフルードの流通は遮断される。
【００３４】
　また、マスタ流路６１には、マスタカット弁６４よりも上流側において、シミュレータ
カット弁６８を介してストロークシミュレータ６９が接続されている。すなわち、シミュ
レータカット弁６８は、マスタシリンダ３２とストロークシミュレータ６９とを接続する
流路に設けられている。シミュレータカット弁６８は、ＯＮ／ＯＦＦ制御されるソレノイ
ドおよびスプリングを有しており、規定の制御電流の供給を受けてソレノイドが発生させ
る電磁力により開弁状態が保証され、ソレノイドが非通電状態にある場合に閉とされる常
閉型電磁制御弁である。シミュレータカット弁６８が閉状態であるときには、マスタ流路
６１とストロークシミュレータ６９との間のブレーキフルードの流通は遮断される。ソレ
ノイドに通電されてシミュレータカット弁６８が開弁されると、マスタシリンダ３２とス
トロークシミュレータ６９との間でブレーキフルードを双方向に流通させることができる
。
【００３５】
　ストロークシミュレータ６９は、複数のピストンやスプリングを含むものであり、シミ
ュレータカット弁６８の開放時に運転者によるブレーキペダル２４の踏力に応じた反力を
創出する。ストロークシミュレータ６９としては、運転者によるブレーキ操作のフィーリ
ングを向上させるために、多段のバネ特性を有するものが採用されると好ましい。
【００３６】
　レギュレータ流路６２は、中途にレギュレータカット弁６５を有する。レギュレータカ
ット弁６５は、レギュレータ３３から各ホイールシリンダ２３へのブレーキフルードの供
給経路上に設けられている。レギュレータカット弁６５も、ＯＮ／ＯＦＦ制御されるソレ
ノイドおよびスプリングを有しており、規定の制御電流の供給を受けてソレノイドが発生
させる電磁力により閉弁状態が保証され、ソレノイドが非通電状態にある場合に開とされ
る常開型電磁制御弁である。開状態とされたレギュレータカット弁６５は、レギュレータ
３３と主流路４５の第２流路４５ｂとの間でブレーキフルードを双方向に流通させること
ができる。ソレノイドに通電されてレギュレータカット弁６５が閉弁されると、レギュレ
ータ流路６２におけるブレーキフルードの流通は遮断される。
【００３７】
　液圧アクチュエータ４０には、マスタ流路６１およびレギュレータ流路６２に加えて、
アキュムレータ流路６３も形成されている。アキュムレータ流路６３の一端は、主流路４
５の第２流路４５ｂに接続され、他端は、アキュムレータ３５と連通するアキュムレータ
配管３９に接続される。
【００３８】
　アキュムレータ流路６３は、中途に増圧リニア制御弁６６を有する。また、アキュムレ
ータ流路６３および主流路４５の第２流路４５ｂは、減圧リニア制御弁６７を介してリザ
ーバ流路５５に接続されている。増圧リニア制御弁６６と減圧リニア制御弁６７とは、そ
れぞれリニアソレノイドおよびスプリングを有しており、何れもソレノイドが非通電状態
にある場合に閉とされる常閉型電磁制御弁である。増圧リニア制御弁６６および減圧リニ
ア制御弁６７は、それぞれのソレノイドに供給される電流に比例して弁の開度が調整され
る。
【００３９】
　増圧リニア制御弁６６は、各車輪に対応して複数設けられた各ホイールシリンダ２３に
対して共通の増圧制御弁として設けられている。また、減圧リニア制御弁６７も同様に、
各ホイールシリンダ２３に対して共通の減圧制御弁として設けられている。つまり、本実
施形態においては、増圧リニア制御弁６６および減圧リニア制御弁６７は、動力液圧源３
０から送出される作動流体を各ホイールシリンダ２３へ給排制御する１対の共通の制御弁
として設けられている。このように増圧リニア制御弁６６等を各ホイールシリンダ２３に
対して共通化すれば、ホイールシリンダ２３ごとにリニア制御弁を設けるのと比べて、コ
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ストの観点からは好ましい。
【００４０】
　なお、ここで、増圧リニア制御弁６６の出入口間の差圧は、アキュムレータ３５におけ
るブレーキフルードの圧力と主流路４５におけるブレーキフルードの圧力との差圧に対応
し、減圧リニア制御弁６７の出入口間の差圧は、主流路４５におけるブレーキフルードの
圧力とリザーバ３４におけるブレーキフルードの圧力との差圧に対応する。また、増圧リ
ニア制御弁６６および減圧リニア制御弁６７のリニアソレノイドへの供給電力に応じた電
磁駆動力をＦ１とし、スプリングの付勢力をＦ２とし、増圧リニア制御弁６６および減圧
リニア制御弁６７の出入口間の差圧に応じた差圧作用力をＦ３とすると、Ｆ１＋Ｆ３＝Ｆ
２という関係が成立する。従って、増圧リニア制御弁６６および減圧リニア制御弁６７の
リニアソレノイドへの供給電力を連続的に制御することにより、増圧リニア制御弁６６お
よび減圧リニア制御弁６７の出入口間の差圧を制御することができる。
【００４１】
　ブレーキ制御装置２０において、動力液圧源３０および液圧アクチュエータ４０は、本
実施形態における制御部としてのブレーキＥＣＵ７０により制御される。ブレーキＥＣＵ
７０は、ＣＰＵを含むマイクロプロセッサとして構成されており、ＣＰＵの他に各種プロ
グラムを記憶するＲＯＭ、データを一時的に記憶するＲＡＭ、入出力ポートおよび通信ポ
ート等を備える。そして、ブレーキＥＣＵ７０は、上位のハイブリッドＥＣＵ（図示せず
）などと通信可能であり、ハイブリッドＥＣＵからの制御信号や、各種センサからの信号
に基づいて動力液圧源３０のポンプ３６や、液圧アクチュエータ４０を構成する電磁制御
弁５１～５４，５６～５９，６０，６４～６８を制御する。
【００４２】
　また、ブレーキＥＣＵ７０には、レギュレータ圧センサ７１、アキュムレータ圧センサ
７２、および制御圧センサ７３が接続される。レギュレータ圧センサ７１は、レギュレー
タカット弁６５の上流側でレギュレータ流路６２内のブレーキフルードの圧力、すなわち
レギュレータ圧を検知し、検知した値を示す信号をブレーキＥＣＵ７０に与える。アキュ
ムレータ圧センサ７２は、増圧リニア制御弁６６の上流側でアキュムレータ流路６３内の
ブレーキフルードの圧力、すなわちアキュムレータ圧を検知し、検知した値を示す信号を
ブレーキＥＣＵ７０に与える。制御圧センサ７３は、主流路４５の第１流路４５ａ内のブ
レーキフルードの圧力を検知し、検知した値を示す信号をブレーキＥＣＵ７０に与える。
各圧力センサ７１～７３の検出値は、所定時間おきにブレーキＥＣＵ７０に順次与えられ
、ブレーキＥＣＵ７０の所定の記憶領域に所定量ずつ格納保持される。
【００４３】
　分離弁６０が開状態とされて主流路４５の第１流路４５ａと第２流路４５ｂとが互いに
連通している場合、制御圧センサ７３の出力値は、増圧リニア制御弁６６の低圧側の液圧
を示すと共に減圧リニア制御弁６７の高圧側の液圧を示すので、この出力値を増圧リニア
制御弁６６および減圧リニア制御弁６７の制御に利用することができる。また、増圧リニ
ア制御弁６６および減圧リニア制御弁６７が閉鎖されていると共に、マスタカット弁６４
が開状態とされている場合、制御圧センサ７３の出力値は、マスタシリンダ圧を示す。更
に、分離弁６０が開放されて主流路４５の第１流路４５ａと第２流路４５ｂとが互いに連
通しており、各ＡＢＳ保持弁５１～５４が開放される一方、各ＡＢＳ減圧弁５６～５９が
閉鎖されている場合、制御圧センサの７３の出力値は、各ホイールシリンダ２３に作用す
る作動流体圧、すなわちホイールシリンダ圧を示す。
【００４４】
　さらに、ブレーキＥＣＵ７０に接続されるセンサには、ブレーキペダル２４に設けられ
たストロークセンサ２５も含まれる。ストロークセンサ２５は、ブレーキペダル２４の操
作量としてのペダルストロークを検知し、検知した値を示す信号をブレーキＥＣＵ７０に
与える。ストロークセンサ２５の出力値も、所定時間おきにブレーキＥＣＵ７０に順次与
えられ、ブレーキＥＣＵ７０の所定の記憶領域に所定量ずつ格納保持される。なお、スト
ロークセンサ２５以外のブレーキ操作状態検出手段をストロークセンサ２５に加えて、あ
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るいは、ストロークセンサ２５に代えて設け、ブレーキＥＣＵ７０に接続してもよい。ブ
レーキ操作状態検出手段としては、例えば、ブレーキペダル２４の操作力を検出するペダ
ル踏力センサや、ブレーキペダル２４が踏み込まれたことを検出するブレーキスイッチな
どがある。
【００４５】
　上述のように構成されたブレーキ制御装置２０は、ブレーキ回生協調制御を実行するこ
とができる。ブレーキ制御装置２０は制動要求を受けて制動を開始する。制動要求は、例
えば運転者がブレーキペダル２４を操作した場合など、車両に制動力を付与すべきときに
生起される。制動要求を受けてブレーキＥＣＵ７０は要求制動力を演算し、要求制動力か
ら回生による制動力を減じることによりブレーキ制御装置２０により発生させるべき制動
力である要求液圧制動力を算出する。ここで、回生による制動力は、ハイブリッドＥＣＵ
からブレーキ制御装置２０に供給される。そして、ブレーキＥＣＵ７０は、算出した要求
液圧制動力に基づいて各ホイールシリンダ２３ＦＲ～２３ＲＬの目標液圧を算出する。ブ
レーキＥＣＵ７０は、ホイールシリンダ圧が目標液圧となるように、フィードバック制御
則により増圧リニア制御弁６６や減圧リニア制御弁６７に供給する制御電流の値を決定す
る。
【００４６】
　その結果、ブレーキ制御装置２０においては、ブレーキフルードが動力液圧源３０から
増圧リニア制御弁６６を介して各ホイールシリンダ２３に供給され、車輪に制動力が付与
される。また、各ホイールシリンダ２３からブレーキフルードが減圧リニア制御弁６７を
介して必要に応じて排出され、車輪に付与される制動力が調整される。本実施形態におい
ては、動力液圧源３０、増圧リニア制御弁６６及び減圧リニア制御弁６７等を含んでホイ
ールシリンダ圧制御系統が構成されている。ホイールシリンダ圧制御系統によりいわゆる
ブレーキバイワイヤ方式の制動力制御が行われる。ホイールシリンダ圧制御系統は、マス
タシリンダユニット２７からホイールシリンダ２３へのブレーキフルードの供給経路に並
列に設けられている。
【００４７】
　具体的には、ブレーキＥＣＵ７０は、目標液圧からの実液圧の偏差に応じて３つのコン
トロールクラスのいずれかを選択して主流路４５における液圧すなわち保持弁上流圧を制
御する。ブレーキＥＣＵ７０は増圧リニア制御弁６６及び減圧リニア制御弁６７を制御す
ることにより保持弁上流圧を制御する。３つのコントロールクラスとしては、増圧モード
、減圧モード、及び保持モードが設定されている。ブレーキＥＣＵ７０は、偏差が増圧必
要閾値を超える場合に増圧モードを選択し、偏差が減圧必要閾値を超える場合に減圧モー
ドを選択し、偏差が増圧必要閾値にも減圧必要閾値にも満たない場合すなわち設定範囲内
にある場合には保持モードを選択する。なおここで偏差は例えば目標液圧から実液圧を差
し引いて求められる。実液圧として例えば制御圧センサ７３の測定値が用いられる。目標
液圧は例えば保持弁上流圧すなわち主流路４５における液圧の目標値が用いられる。
【００４８】
　一実施例においては増圧モードが選択されている場合、ブレーキＥＣＵ７０は偏差に応
じたフィードバック電流を増圧リニア制御弁６６に供給する。減圧モードが選択されてい
る場合、ブレーキＥＣＵ７０は偏差に応じたフィードバック電流を減圧リニア制御弁６７
に供給する。保持モードが選択されている場合、一実施例においてはブレーキＥＣＵ７０
は増圧リニア制御弁６６及び減圧リニア制御弁６７に電流を供給しない。要するに増圧モ
ードにおいては増圧リニア制御弁６６を介してホイールシリンダ圧が増圧され、減圧モー
ドにおいては減圧リニア制御弁６７を介してホイールシリンダ圧が減圧される。保持モー
ドにおいてはホイールシリンダ圧が保持される。以下では増圧モードと減圧モードとを総
称して「調圧モード」と呼び、増圧リニア制御弁６６と減圧リニア制御弁６７とを総称し
て「調圧用制御弁」と呼ぶ場合がある。
【００４９】
　ブレーキバイワイヤ方式の制動力制御を行う場合には、ブレーキＥＣＵ７０は、レギュ
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レータカット弁６５を閉状態とし、レギュレータ３３から送出されるブレーキフルードが
ホイールシリンダ２３へ供給されないようにする。更にブレーキＥＣＵ７０は、マスタカ
ット弁６４を閉状態とするとともにシミュレータカット弁６８を開状態とする。これは、
運転者によるブレーキペダル２４の操作に伴ってマスタシリンダ３２から送出されるブレ
ーキフルードがホイールシリンダ２３ではなくストロークシミュレータ６９へと供給され
るようにするためである。ブレーキ回生協調制御中は、レギュレータカット弁６５及びマ
スタカット弁６４の上下流間には、回生制動力の大きさに対応する差圧が作用する。
【００５０】
　なお、本実施形態に係るブレーキ制御装置２０は、回生制動力を利用せずに液圧制動力
だけで要求制動力をまかなう場合にも、当然ホイールシリンダ圧制御系統により制動力を
制御することができる。ブレーキ回生協調制御を実行しているか否かにかかわらず、ホイ
ールシリンダ圧制御系統により制動力を制御する制御モードを以下では適宜「リニア制御
モード」と称する。あるいは、ブレーキバイワイヤによる制御と呼ぶ場合もある。
【００５１】
　リニア制御モードにおいて要求制動力を液圧制動力のみにより発生させる場合には、ブ
レーキＥＣＵ７０はレギュレータ圧あるいはマスタシリンダ圧をホイールシリンダ圧の目
標圧として制御する。よって、この場合は必ずしもホイールシリンダ圧制御系統によって
ホイールシリンダ２３にブレーキフルードを供給しなくてもよい。運転者によるブレーキ
ペダルの操作に応じて加圧されたマスタシリンダ圧あるいはレギュレータ圧をホイールシ
リンダにそのまま導入すれば自然に要求制動力を発生させることができるからである。
【００５２】
　このため、ブレーキ制御装置２０は、例えば停車中のように回生制動力を使用しないと
きに、レギュレータ３３から各ホイールシリンダ２３にブレーキフルードを供給するよう
にしてもよい。レギュレータ３３から各ホイールシリンダ２３にブレーキフルードを供給
する制御モードを以下ではレギュレータモードと称する。つまりブレーキＥＣＵ７０は、
停車中においてリニア制御モードからレギュレータモードに切り替えて制動力を発生させ
るようにしてもよい。車両の停止とともに制御モードを切り替えるようにすれば比較的簡
易な制御で制御モードの切り替えを実行することができるという点で好ましい。あるいは
、より実際的には、ブレーキＥＣＵ７０は制動により車速が充分に低下したために回生制
動を中止するときにリニア制御モードからレギュレータモードに制御モードを切り替えて
もよい。
【００５３】
　レギュレータモードにおいては、ブレーキＥＣＵ７０は、レギュレータカット弁６５及
び分離弁６０を開弁し、マスタカット弁６４を閉弁する。増圧リニア制御弁６６及び減圧
リニア制御弁６７は、制御が停止され閉弁される。シミュレータカット弁６８は開弁され
る。その結果、レギュレータ３３から各ホイールシリンダ２３にブレーキフルードが供給
されることとなり、レギュレータ圧によって各車輪に制動力が付与される。レギュレータ
３３には動力液圧源３０が高圧側として接続されているので、動力液圧源３０における蓄
圧を活用して制動力を発生させることができるという点で好ましい。
【００５４】
　このようにレギュレータモードにおいては、ブレーキＥＣＵ７０は、増圧リニア制御弁
６６及び減圧リニア制御弁６７への制御電流の供給を停止して閉弁し、両リニア制御弁を
休止させている。このため、増圧リニア制御弁６６及び減圧リニア制御弁６７の動作頻度
を低減させることが可能となり、増圧リニア制御弁６６及び減圧リニア制御弁６７を長期
間にわたって使用することができるようになる。すなわち、増圧リニア制御弁６６及び減
圧リニア制御弁６７の耐久性を向上することができる。
【００５５】
　リニア制御モードでの制御中に、例えばいずれかの箇所からの作動液の漏れ等の異常の
発生によりホイールシリンダ圧が目標液圧から乖離してしまう場合がある。ブレーキＥＣ
Ｕ７０は、例えば制御圧センサ７３の測定値に基づいてホイールシリンダ圧の応答異常の
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有無を周期的に判定している。ブレーキＥＣＵ７０は、例えばホイールシリンダ圧測定値
の目標液圧からの乖離量が基準を超える場合にホイールシリンダ圧の制御応答に異常があ
ると判定する。ホイールシリンダ圧の制御応答に異常があると判定された場合には、ブレ
ーキＥＣＵ７０は、リニア制御モードを中止してマニュアルブレーキモードに制御モード
を切り替える。また同様にレギュレータモードにおいてもブレーキＥＣＵ７０は異常が検
出された場合にマニュアルブレーキモードに制御モードを切り替える。マニュアルブレー
キモードにおいては、運転者のブレーキペダル２４への入力が液圧に変換され機械的にホ
イールシリンダ２３に伝達されて車輪に制動力が付与される。マニュアルブレーキモード
は、フェイルセーフの観点からリニア制御モードのバックアップ用の制御モードとしての
役割を有する。
【００５６】
　ブレーキＥＣＵ７０は、液圧源及び液圧源からホイールシリンダ２３への供給経路を異
ならせることによりマニュアルブレーキモードとして複数のモードのうちの１つを選択す
ることができる。本実施形態では、一例としてハイドロブースタモードへの移行を説明す
る。ハイドロブースタモードにおいては、ブレーキＥＣＵ７０は、すべての電磁制御弁へ
の制御電流の供給を停止する。よって、常開型のマスタカット弁６４及びレギュレータカ
ット弁６５は開弁され、常閉型の分離弁６０及びシミュレータカット弁６８は閉弁される
。増圧リニア制御弁６６及び減圧リニア制御弁６７は、制御が停止され閉弁される。
【００５７】
　その結果、ブレーキフルードの供給経路はマスタシリンダ側とレギュレータ側との２系
統に分離される。マスタシリンダ圧が前輪用のホイールシリンダ２３ＦＲ及び２３ＦＬへ
と伝達され、レギュレータ圧が後輪用のホイールシリンダ２３ＲＲ及び２３ＲＬへと伝達
される。マスタシリンダ３２からの作動流体の送出先は、ストロークシミュレータ６９か
ら前輪用のホイールシリンダ２３ＦＲ及び２３ＦＬに切り替えられる。また、液圧ブース
タ３１は機械的にペダル踏力を増幅する機構であるため、ハイドロブースタモードに移行
して各電磁制御弁への制御電流が停止されても継続して機能する。ハイドロブースタモー
ドによれば、制御系の異常により各電磁制御弁への通電がない場合であっても液圧ブース
タを利用して制動力を発生させることができるという点でフェイルセーフ性に優れている
。
【００５８】
　リニア制御モードにおいては、ブレーキ制御装置２０は、運転者からの要求制動力を発
生させる以外に例えば、各車輪の路面に対する滑りを抑制して車両の挙動を安定化させる
ための、いわゆるＡＢＳ（Ａｎｔｉ－ｌｏｃｋ　Ｂｒａｋｅ　Ｓｙｓｔｅｍ）制御、ＶＳ
Ｃ（Ｖｅｈｉｃｌｅ　Ｓｔａｂｉｌｉｔｙ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）制御、及びＴＲＣ（Ｔｒａ
ｃｔｉｏｎ　Ｃｏｎｔｒｏｌ）制御などを実行することができる。ＡＢＳ制御は、急ブレ
ーキ時や滑りやすい路面でブレーキをかけたときに起こるタイヤのロックを抑制するため
の制御である。ＶＳＣ制御は、車両の旋回時における車輪の横滑りを抑制するための制御
である。ＴＲＣ制御は、車両の発進時や加速時に駆動輪の空転を抑制するための制御であ
る。また、緊急ブレーキ時に運転者によるペダル踏力を補完して制動力を高めるブレーキ
アシスト制御もリニア制御モードにおいて実行される場合がある。
【００５９】
　ブレーキＥＣＵ７０が、ＡＢＳ制御等を実行するために必要な演算等を行う。ブレーキ
ＥＣＵ７０は、車両減速度やスリップ率等に基づいて公知の手法により算出された所定の
デューティ比でＡＢＳ保持弁５１～５４、ＡＢＳ減圧弁５６～５９を個別的に反復的に開
閉する。ＡＢＳ保持弁５１～５４が開状態であるときはＡＢＳ保持弁５１～５４の上流に
設けられた共通の制御弁である増圧リニア制御弁６６及び減圧リニア制御弁６７により調
圧されたブレーキフルードが各ホイールシリンダ２３に供給される。また、ＡＢＳ減圧弁
５６～５９が開状態であるときは各ホイールシリンダ２３のブレーキフルードがリザーバ
３４へと排出される。これにより、各ホイールシリンダ２３に対して個別的にブレーキフ
ルードが給排され、車輪の滑りが抑制されるように各車輪に付与される制動力が制御され
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る。
【００６０】
　ブレーキＥＣＵ７０は、上述のリニア制御モード、レギュレータモード、及びハイドロ
ブースタモード等の複数のブレーキモードから各センサからの入力に基づいていずれか１
つのモードを選択して実行する。また、ブレーキＥＣＵ７０は、リニア制御モードにおい
ては各センサからの入力に基づいて必要に応じて上述のＡＢＳ制御等を実行する。
【００６１】
　急制動時にブレーキの効きを高めるためのブレーキアシスト制御が実行される場合には
ＡＢＳ制御が並行して実行されることがある。ブレーキアシスト制御のためにホイールシ
リンダ圧が比較的高圧に制御されるため、車輪のロックが生じやすくなるからである。Ａ
ＢＳ制御により保持弁が個別的に反復開閉され、リニア制御弁の制御対象となる容積が動
的に大きく変動する。その結果、ホイールシリンダ上流圧の制御特性が動的に変動して制
御性に影響が生じる。また、例えばＴＲＣ制御が実行される場合においても駆動輪のスリ
ップ抑制のために各駆動輪のホイールシリンダ圧を独立に制御することとなるので、制御
対象容積が同様に動的に変動する。
【００６２】
　このように高圧のホイールシリンダ圧が要求されかつ制御対象容積が増減する場合には
、ホイールシリンダ上流圧を目標液圧へと追従させることは通常のブレーキ制御に比べて
必ずしも容易ではない。また、減圧リニア制御弁６７の出口側はリザーバ３４の大気圧に
接続されているために減圧リニア制御弁６７の開弁時に上流圧が急減圧されるおそれがあ
る。特に制御対象容積が小さい場合例えば４輪すべてのホイールシリンダ圧が保持されて
いる場合には大きく減圧されてしまう。高圧のホイールシリンダ圧を維持するためにはこ
のような急減圧は好ましくない。
【００６３】
　高圧を維持するために増圧リニア制御弁６６を例えば全開とすることも考えられるが、
運転者によるブレーキ操作量に対してホイールシリンダ上流圧を連動させられなくなって
しまう。また、車輪のロックの頻発を招き、結果として目標減速度への追従を困難にする
可能性もある。さらに、ブレーキ操作解除時にホイールシリンダに液圧の封じ込めが生じ
るおそれもある。一方増圧リニア制御弁６６を閉弁してレギュレータ圧を導入することも
考えられるが、そもそもブレーキアシスト制御中は通常ホイールシリンダ上流圧のほうが
レギュレータ圧よりも高圧とされる。よってレギュレータから十分な応答性で液圧を導入
できるとは限らない。また例えばＴＲＣ制御はブレーキ操作がなされていないときに通常
行われるから、レギュレータ圧は大気圧相当でありホイールシリンダに導入することはで
きない。
【００６４】
　そこで、本発明に係る一実施形態においては、制御部は、制御対象液圧（例えば保持弁
上流圧）が目標液圧近傍の許容範囲内に追従するように調圧用制御弁を実質的に差圧弁と
して機能させる。つまり例えば保持モードにおいて調圧用制御弁を差圧弁的に使用する。
また制御部は、制御対象液圧が許容範囲を大きく外れた場合に許容範囲内へと復帰するよ
う調圧用制御弁を積極的に制御する。その結果、例えば減圧モード等の調圧用制御弁の積
極制御への保持モードからの移行タイミングに先行して調圧用制御弁が差圧弁的に開閉さ
れて制御対象液圧の変動が緩和される。このように電子制御に併用して制御弁を機械的に
開閉させることにより、許容範囲を超える制御対象液圧の変動を効率的に補償することが
できる。特に、制御特性例えば制御対象容積の動的変動がある場合に調圧用制御弁の差圧
弁的使用によりその影響を緩和して、制御対象液圧の目標液圧への追従性を向上させるこ
とができる。
【００６５】
　このようにすれば基本的に制御対象液圧を許容範囲近傍に維持することができるので、
本実施形態は、制御対象液圧が運転者のブレーキ操作量に相当する液圧に比して高圧に制
御される場合かつ制御対象容積が動的に変化する場合に好ましいといえる。例えばＡＢＳ
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制御とブレーキアシスト制御とが並行して実行される場合において特に好ましい。またＴ
ＲＣ制御が実行される場合においても好ましい。
【００６６】
　また、本発明に係る一実施形態においては、制御部は、目標液圧からの制御対象液圧の
偏差が第１の閾値以内である場合において該偏差が該第１の閾値よりも小さい第２の閾値
に達したときに調圧用制御弁が差圧により機械的に開弁されるよう該調圧用制御弁を制御
してもよい。このようにすれば、偏差が第２の閾値に達した時点で制御弁の機械的開閉が
なされて予備的に偏差を緩和することができる。第１の閾値は、例えば制御部が該偏差に
基づいて該制御対象液圧に対するフィードバック制御を開始すべき値として設定されてい
てもよい。制御弁の機械的開閉による予備的な偏差緩和により偏差が第１の閾値に達する
頻度を低減することができるので、制御弁のフィードバック制御の実行頻度が低減される
。これにより、制御弁の制御負荷が緩和され、制御性の向上にも寄与することとなる。
【００６７】
　また、制御部は、偏差が第１の閾値を超える場合に調圧モードとして例えば減圧モード
を選択し、偏差が第１の閾値以内である場合に保持モードを選択してもよい。制御部は、
偏差が第２の閾値を超えるときに例えば減圧制御弁が機械的に開弁されるように保持モー
ドにおける減圧制御弁の開弁圧を制御してもよい。制御部は、偏差が第２の閾値に達した
ときに減圧制御弁が機械的に開弁されるようフィードフォワード制御により減圧制御弁を
制御してもよい。保持モードにおける減圧制御弁の機械的開閉により偏差が第１の閾値を
実質的に超えないように第１及び第２の閾値が設定されていてもよい。このようにすれば
、保持モードから減圧モードへと移行することが実質的になくなるので、ホイールシリン
ダ圧の急減圧を防ぐことができる。
【００６８】
　なお以下では、制御対象容積が動的に変化しないブレーキ制御モードを通常ブレーキモ
ードと称し、制御対象容積が動的に変動するブレーキ制御モードを特別ブレーキモードと
称する場合がある。通常ブレーキモードは例えば増圧リニア制御弁６６及び減圧リニア制
御弁６７により４輪のホイールシリンダ圧が共通に制御されるリニア制御モードである。
特別ブレーキモードは例えばＡＢＳ保持弁５１～５４が個別的に反復的に開閉されるＡＢ
Ｓ制御である。
【００６９】
　図２は、本発明の第１の実施形態に係る制御処理を示すフローチャートである。第１の
実施形態においてブレーキＥＣＵ７０は、特別ブレーキモードにおいて減圧モードへ移行
することが実質的にないように減圧必要閾値が通常ブレーキモードよりも大きな値に設定
される。その代わりとして保持モードにおいて保持弁上流圧が目標液圧を基準差圧ΔＰだ
け上回った場合に減圧リニア制御弁６７が差圧により機械的に開弁されるように減圧リニ
ア制御弁６７にフィードフォワード制御により電流を供給して開弁圧を制御する。
【００７０】
　加えて、ブレーキＥＣＵ７０は、減圧リニア制御弁６７の機械的開閉による減圧への対
処として増圧リニア制御弁６６に対しても保持モードにおいてフィードフォワード制御に
より電流を供給して開弁圧を制御する。例えば保持弁上流圧が目標液圧を下回った場合に
増圧リニア制御弁６６が差圧により機械的に開弁されるように開弁圧を制御する。
【００７１】
　ブレーキＥＣＵ７０は、図２に示される処理をリニア制御モードの実行中に例えば数ｍ
ｓｅｃの周期で繰り返し実行する。まずブレーキＥＣＵ７０は、偏差Ｐｅを演算する（Ｓ
１０）。ブレーキＥＣＵ７０は、保持弁上流圧の目標値Ｐｒから制御圧センサ７３の測定
値Ｐｆを差し引いて偏差Ｐｅを演算する。つまり、本実施形態ではＰｅ＝Ｐｒ－Ｐｆであ
る。
【００７２】
　ブレーキＥＣＵ７０は特別ブレーキモードの実行中であるか否かを判定する（Ｓ１２）
。ブレーキＥＣＵ７０は例えばＡＢＳ制御とブレーキアシスト制御とが並行して実行され
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ているか否かを判定する。あるいはＴＲＣ制御が実行されているか否かを判定する。これ
らの場合においてブレーキＥＣＵ７０は、反復的に開閉されるＡＢＳ保持弁の数が少なく
とも１つある場合に特別ブレーキモードの実行中であるものと判定してもよい。またはブ
レーキＥＣＵ７０は、反復的に開閉されるＡＢＳ保持弁の数が２つ以上ある場合に特別ブ
レーキモードの実行中であるものと判定するようにしてもよい。ブレーキＥＣＵ７０の演
算能力が高い場合には保持弁が反復的に開閉されても制御能力に余裕があると考えられる
ので、反復開閉される保持弁数が多い場合（例えば２つ以上の場合）に特別ブレーキモー
ドの実行中であるものと判定してもよい。
【００７３】
　特別ブレーキモードの実行中ではないと判定された場合には（Ｓ１２のＮｏ）、ブレー
キＥＣＵ７０は、通常のリニア制御モードを実行する（Ｓ２６）。通常のリニア制御モー
ドにおいては、ブレーキＥＣＵ７０は、増圧必要閾値及び減圧必要閾値を通常用の値とし
て増圧必要閾値Ｔａ１及び減圧必要閾値Ｔｒ１に設定した上で後述のＳ１６乃至Ｓ２４と
同様の処理によりコントロールクラスを選択する。増圧モード及び減圧モードにおける増
圧リニア制御弁６６及び減圧リニア制御弁６７双方への制御電流は通常ブレーキモードと
特別ブレーキモードとで共通である。保持モードに関しては、通常ブレーキモードにおい
ては増圧リニア制御弁６６及び減圧リニア制御弁６７ともに制御電流は供給されない。な
お、増圧必要閾値Ｔａ１及び減圧必要閾値Ｔｒ１は、通常のリニア制御モードに要求され
る液圧制御応答性等を考慮して適宜設定される。
【００７４】
　一方、特別ブレーキモードの実行中であると判定された場合には（Ｓ１２のＹｅｓ）、
ブレーキＥＣＵ７０は、３つのコントロールクラスの切替に用いられる増圧必要閾値Ｔａ

２及び減圧必要閾値Ｔｒ２を設定する（Ｓ１４）。なお増圧必要閾値Ｔａ２及び減圧必要
閾値Ｔｒ２は例えば双方正の値に設定されている。増圧必要閾値Ｔａ２及び減圧必要閾値
Ｔｒ２は、例えば予め設定されてブレーキＥＣＵ７０に記憶されていてもよい。
【００７５】
　通常ブレーキモードにおける増圧必要閾値Ｔａ１と特別ブレーキモードにおける増圧必
要閾値Ｔａ２とは例えば同じ値に設定される。増圧必要閾値は、制御対象液圧に要求され
る応答性が仕様を満たし実液圧が目標液圧へと迅速に増圧されるように適宜実験等により
設定される。これに対して、特別ブレーキモードにおける減圧必要閾値Ｔｒ２は、通常ブ
レーキモードにおける減圧必要閾値Ｔｒ１よりも大きな値に設定される。特別ブレーキモ
ードにおける減圧必要閾値Ｔｒ２は通常ブレーキモードにおける減圧必要閾値Ｔｒ１より
も例えば１桁程度大きく設定してもよい。これにより、特別ブレーキモードにおける減圧
モードの実行頻度を通常ブレーキモードよりも低減することができる。よって、ブレーキ
アシスト制御等の高圧を要する制御の実行中に過度の減圧が生じてしまうリスクを低減さ
せることができる。
【００７６】
　また、特別ブレーキモードにおける減圧必要閾値Ｔｒ２は、例えばブレーキシステムが
正常である場合に達すると想定される偏差Ｐｅの最大値を超える値に設定されてもよい。
このようにすれば、ブレーキシステムが正常である限り減圧モードへの移行はなされずに
保持モードで機械的に必要な減圧がなされることになる。一方、異常時に偏差Ｐｅが減圧
必要閾値Ｔｒ２を超えた場合には減圧モードに移行して積極的に減圧させ、正常状態への
復帰を図ることができる。減圧必要閾値Ｔｒ２は、システム特性等を考慮して実験やシミ
ュレーション等により適宜設定すればよい。
【００７７】
　次にブレーキＥＣＵ７０は、偏差Ｐｅが増圧必要閾値Ｔａ２を超えているか否かを判定
する（Ｓ１６）。偏差Ｐｅが増圧必要閾値Ｔａ２を超えていると判定された場合には（Ｓ
１６のＹｅｓ）、ブレーキＥＣＵ７０は増圧モードを実行する（Ｓ１８）。増圧モードに
おいては、ブレーキＥＣＵ７０は、増圧リニア制御弁６６に制御電流を供給し、減圧リニ
ア制御弁６７には制御電流を供給しない。よって、減圧リニア制御弁６７は閉弁され、増
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圧リニア制御弁６６が開弁されて保持弁上流圧が増圧される。増圧リニア制御弁６６への
制御電流は、制御弁出入口間の差圧（つまりアキュムレータ圧と保持弁上流圧との差圧）
に応じて定まる開弁電流Ｉａ０と偏差Ｐｅに応じて定まるフィードバック電流との和であ
る。開弁電流は差圧を変数とする１次関数で通常与えられる。フィードバック電流は、偏
差ＰｅとフィードバックゲインＧａとの積により例えば与えられる。すなわちブレーキＥ
ＣＵ７０は、増圧モードにおいて増圧リニア制御弁６６及び減圧リニア制御弁６７にそれ
ぞれ次式の制御電流Ｉａ及びＩｒを供給する。
　Ｉａ＝Ｉａ０＋Ｐｅ＊Ｇａ
　Ｉｒ＝０
【００７８】
　なお増圧モードにおいては減圧リニア制御弁６７の制御電流Ｉｒがゼロとされるので、
直前の制御周期において減圧リニア制御弁６７に通電されていたとしても確実に電流が遮
断され、減圧リニア制御弁６７を閉弁することができる。よって、減圧リニア制御弁６７
の閉弁が保証された状態で増圧リニア制御弁６６による増圧を行うことができる。
【００７９】
　偏差Ｐｅが増圧必要閾値Ｔａ２以下であると判定された場合には（Ｓ１６のＮｏ）、ブ
レーキＥＣＵ７０はさらに偏差－Ｐｅが減圧必要閾値Ｔｒ２を超えているか否かを判定す
る（Ｓ２０）。なおここで偏差Ｐｅに負号を付した値を減圧必要閾値Ｔｒ２と比較してい
るのは単に減圧必要閾値Ｔｒ２を正の値に設定しているからにすぎない。簡明化のため本
明細書において偏差と閾値との大小関係を述べているときは偏差及び閾値それぞれの大き
さつまり絶対値の大小関係を述べているものと理解されたい。
【００８０】
　偏差－Ｐｅが減圧必要閾値Ｔｒ２を超えていると判定された場合には（Ｓ２０のＹｅｓ
）、ブレーキＥＣＵ７０は減圧モードを実行する（Ｓ２２）。減圧モードにおいては、ブ
レーキＥＣＵ７０は、増圧リニア制御弁６６には制御電流を供給せずに減圧リニア制御弁
６７に制御電流を供給する。よって、増圧リニア制御弁６６は閉弁され減圧リニア制御弁
６７は開弁されて保持弁上流圧が減圧される。減圧リニア制御弁６７への制御電流は、制
御弁出入口間の差圧（つまり保持弁上流圧）に応じて定まる開弁電流Ｉｒ０と偏差Ｐｅに
応じて定まるフィードバック電流との和である。フィードバック電流は、偏差Ｐｅとフィ
ードバックゲインＧｒとの積により例えば与えられる。すなわちブレーキＥＣＵ７０は、
減圧モードにおいて増圧リニア制御弁６６及び減圧リニア制御弁６７にそれぞれ次式の制
御電流Ｉａ及びＩｒを供給する。
　Ｉａ＝０
　Ｉｒ＝Ｉｒ０＋Ｐｅ＊Ｇｒ
【００８１】
　一方、偏差－Ｐｅが減圧必要閾値Ｔｒ２以下であると判定された場合には（Ｓ２０のＮ
ｏ）、ブレーキＥＣＵ７０は保持モードを実行する（Ｓ２４）。つまりブレーキＥＣＵ７
０は、偏差が増圧必要閾値にも減圧必要閾値にも達していない場合に保持モードを実行す
る。保持モードにおいてブレーキＥＣＵ７０は、増圧リニア制御弁６６及び減圧リニア制
御弁６７の双方にフィードフォワード制御電流を供給する。本実施形態においてはブレー
キＥＣＵ７０は、保持モードにおける増圧リニア制御弁６６及び減圧リニア制御弁６７双
方の制御電流をフィードフォワード制御により制御する。減圧リニア制御弁６７への制御
電流Ｉｒは、基準差圧ΔＰを超えて保持弁上流圧Ｐｆが目標液圧Ｐｒを上回っているとき
に減圧リニア制御弁６７が機械的に開弁されるように制御される。増圧リニア制御弁６６
への制御電流Ｉａは、保持弁上流圧Ｐｆが目標液圧Ｐｒを下回っているときに増圧リニア
制御弁６６が機械的に開弁されるように制御される。
【００８２】
　図３は、減圧リニア制御弁６７の開弁電流Ｉｒ０と差圧との関係の一例を示す図である
。図３の縦軸は開弁電流Ｉｒ０を示し、横軸は差圧すなわち保持弁上流圧Ｐｆを示す。な
お開弁電流とはリニア制御弁に与える制御電流を増加させていくときに出入口間の差圧に
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抗して当該弁が開弁を開始するときの制御電流である。開弁電流Ｉｒ０は通常は差圧Ｐｆ
の１次関数となるので、その１次関数の傾きを－Ｋｒ（Ｋｒは正の定数）と表記する。そ
うすると、保持モードにおける減圧リニア制御弁６７の制御電流Ｉｒは次式で表される。
　Ｉｒ＝Ｉｒ０（Ｐｒ）－Ｋｒ＊ΔＰ
【００８３】
　つまり、制御電流Ｉｒは、目標液圧Ｐｒ相当の開弁電流Ｉｒ０から基準差圧ΔＰ相当の
開弁電流を減じたものということである。言い換えれば、制御電流Ｉｒは、目標液圧Ｐｒ
と基準差圧ΔＰとの和に相当する開弁電流である。ここで、基準差圧ΔＰは例えば減圧必
要閾値Ｔｒ２よりも小さい値に設定される。好ましくは、減圧リニア制御弁６７の機械的
開閉により偏差Ｐｅが減圧必要閾値Ｔｒ２を超えることのないように基準差圧ΔＰ及び減
圧必要閾値Ｔｒ２が調整されていることが好ましい。そのようにすれば減圧リニア制御弁
６７による調圧モードすなわち減圧モードに移行する必要性が実質的になくすことができ
る。
【００８４】
　制御電流Ｉｒは、開弁電流を表す１次関数と基準差圧ΔＰとが与えられれば目標液圧Ｐ
ｒに応じて１つの値に決まる。この１次関数は例えば予め取得されてブレーキＥＣＵ７０
に記憶されている。基準差圧ΔＰも例えば予め設定されてブレーキＥＣＵ７０に記憶され
ている。基準差圧ΔＰは目標液圧Ｐｒの値にかかわらず一定値に設定されてもよいし、例
えば目標液圧Ｐｒの一定割合というように目標液圧Ｐｒに連動して変動するように設定さ
れていてもよい。このようにしてブレーキＥＣＵ７０はフィードフォワード制御により制
御電流Ｉｒを制御することができる。なお、この減圧リニア制御弁６７への制御電流Ｉｒ
の設定方法と同様にして増圧リニア制御弁６６への制御電流Ｉａを設定することも可能で
ある。
【００８５】
　図４は、増圧リニア制御弁６６の開弁電流Ｉａ０と差圧との関係の一例を示す図である
。図４の縦軸は開弁電流Ｉａ０を示し、横軸は出入口間の差圧すなわちアキュムレータ圧
Ｐａｃｃと保持弁上流圧Ｐｆとの差圧を示す。図３に示す減圧リニア制御弁６７と同様に
増圧リニア制御弁６６の開弁電流も差圧の１次関数となる。
【００８６】
　本実施形態においては次式のように、増圧リニア制御弁６６の制御電流Ｉａは、目標液
圧Ｐｒ相当の開弁電流Ｉａ０に補正量ΔＩａを加えた値を用いる。ΔＩａは通常正の値と
する。
　Ｉａ＝Ｉａ０（Ｐａｃｃ－Ｐｒ）＋ΔＩａ
【００８７】
　補正量ΔＩａは省略することも可能であるが、開弁電流Ｉａを表す１次関数に誤差が含
まれていることを考慮して、増圧リニア制御弁６６がより開きやすくなる方向に補正量Δ
Ｉａを加えることが好ましい。補正量ΔＩａを適宜与えることにより開弁電流Ｉａが多少
かさ上げされ、制御対象液圧Ｐｆが目標液圧Ｐｒを下回らないうちに増圧リニア制御弁６
６を機械的に開弁させることができるようになる。その結果制御対象液圧Ｐｆを高めに保
つことが可能となる。よって、特にブレーキアシスト制御の実行中には補正量ΔＩａを適
宜与えることが望ましい。なお、この増圧リニア制御弁６６への制御電流Ｉａの設定方法
と同様にして減圧リニア制御弁６７への制御電流Ｉｒを設定することも可能である。
【００８８】
　以上のように第１の実施形態によれば、保持モードにおいて保持弁上流圧Ｐｆが目標液
圧Ｐｒを下回っているときに増圧リニア制御弁６６が機械的に開弁されかつ保持弁上流圧
Ｐｆが基準差圧ΔＰを超えて目標液圧Ｐｒを上回っているときに減圧リニア制御弁６７が
機械的に開弁されるようにフィードフォワード制御電流が各リニア制御弁に供給される。
その結果、目標液圧Ｐｒを下限として基準差圧ΔＰの幅で設定される許容範囲内へ向けて
保持弁上流圧Ｐｆを自然に追従させることができる。
【００８９】
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　また、増圧必要閾値及び減圧必要閾値により定まる設定範囲内に含まれるように許容範
囲が設定されているので、保持モードから増圧モードまたは減圧モードへの移行に先行し
てリニア制御弁が差圧弁的に機械的に開閉されて偏差Ｐｅが緩和されることになる。これ
により、液圧測定及びコントロールクラス移行により生じ得る制御遅れを補償する効果を
得ることができる。また、これらの設定範囲及び許容範囲を適宜設定することにより増圧
モードまたは減圧モードへの移行頻度も低減することができる。特に本実施形態において
は特別ブレーキモードにおいて減圧モードの実行頻度が実質的になくなるように設定され
ている。このため制御対象容積の動的変動に起因して減圧過多などの不必要な減圧が生じ
るのを低減することができる。これは特にブレーキアシスト制御とＡＢＳ制御とが同時に
実行される場合に好ましい。
【００９０】
　また、第１の実施形態においては、増圧モードにおいても保持モードにおいても増圧リ
ニア制御弁６６に制御電流が供給される。このため、増圧モードと保持モードとの間での
モード切替時の制御電流の目標値に対する追従性が保たれる。特に増圧モードから保持モ
ードへと切り替えられる場合には、制御電流は、開弁電流とフィードバック電流との和か
ら開弁電流へと低減されることとなる。これは、増圧リニア制御弁６６の弁子と弁座との
接触をゆっくりと行うことに相当するため、制御弁の耐用期間の向上という点でも好まし
い。
【００９１】
　次に第２の実施形態を説明する。第２の実施形態は、特別ブレーキモードにおける減圧
モード及び保持モードでの制御電流に関して第１の実施形態と異なる。第１の実施形態は
特別ブレーキモードにおいて実質的に減圧モードを利用することなく保持モードにおける
減圧制御弁の機械的開閉により許容範囲に追従させる減圧を実現することを意図するもの
である。これに対して第２の実施形態では、増圧時のオーバーシュートへの対策に着目し
、特別ブレーキモードにおいても減圧モードを適宜利用することを意図するものである。
以下の第２の実施形態の説明において第１の実施形態と共通する点については適宜説明を
省略する。
【００９２】
　第２の実施形態による制御処理は、図２を参照して説明した第１の実施形態による制御
処理と基本的に同様である。異なる点は、特別ブレーキモードにおける減圧必要閾値Ｔｒ

２の設定、減圧モードにおける増圧リニア制御弁６６の制御電流、及び保持モードにおけ
る減圧リニア制御弁６７の制御電流に関する点である。
【００９３】
　減圧必要閾値Ｔｒ２に関しては、第１の実施形態と同様に通常ブレーキモードにおける
減圧必要閾値Ｔｒ１よりは大きな値に設定するものの第１の実施形態ほど大きな値としな
くてもよい。本実施形態においては減圧必要閾値Ｔｒ２は、目標液圧Ｐｒに対するオーバ
ーシュート許容量として設定される。このようにすれば、設定されたオーバーシュート許
容量を超えて制御対象液圧Ｐｆが増圧された場合に減圧モードにより目標圧に向けてスム
ーズに減圧することができる。
【００９４】
　また、減圧モードにおいてブレーキＥＣＵ７０は、目標液圧Ｐｒに相当する開弁電流を
増圧リニア制御弁６６に制御電流として供給する。このようにすれば、減圧モードにおい
て仮に過度の減圧が生じたとしても液圧Ｐｆが目標液圧Ｐｒを下回ったときに増圧リニア
制御弁６６が機械的に開弁されることになる。これにより目標液圧Ｐｒを下回る不必要な
減圧を緩和することができる。なお、第１の実施形態と同様に増圧リニア制御弁６６への
制御電流に補正量ΔＩａを付加してもよい。
【００９５】
　第２の実施形態においては第１の実施形態よりは高い頻度で減圧モードが利用されるこ
ととなる。よって、ブレーキＥＣＵ７０は保持モードにおいては、減圧リニア制御弁６７
には制御電流を供給しない。増圧リニア制御弁６６については第１の実施形態と同様に目



(18) JP 4535103 B2 2010.9.1

10

20

30

40

50

標液圧Ｐｒに相当する開弁電流を制御電流として供給する。
【００９６】
　このように第２の実施形態によっても、リニア制御弁の差圧弁的利用により目標液圧へ
の追従性を向上させることができる。特にオーバーシュートへの対策を重視する場合には
第２の実施形態は好適である。
【００９７】
　また第２の実施形態においては３つのコントロールクラスのいずれにおいても増圧リニ
ア制御弁６６に制御電流が供給されることになる。よって、コントロールクラス切替時の
制御電流の制御遅れを小さくすることができる。増圧リニア制御弁６６の弁子と弁座との
接触がゆっくりと行われることになるので、制御弁の耐用期間の向上という点でも好まし
い。
【００９８】
　ところで上述の各実施形態において、増圧モードにおけるフィードバックゲインＧａは
、当該制御周期における制御対象容積すなわちＡＢＳ保持弁の開弁数に応じて異なる値に
設定されてもよい。具体的には、ブレーキＥＣＵ７０は、ＡＢＳ保持弁５１～５４の開閉
状態に応じて制御対象容積が増大するときには増圧リニア制御弁６６の制御ゲインを増大
させる一方、制御対象容積が減少するときには制御ゲインを減少させるように制御ゲイン
を切り替える。このように制御対象容積に連動させて制御ゲインを変更することにより制
御性の向上を図ることができる。
【００９９】
　本実施形態においては以下の開閉状態のそれぞれについて異なる制御ゲインの値が設定
されていてもよい。開閉状態としては、全ＡＢＳ保持弁５１～５４が閉じている場合、Ａ
ＢＳ保持弁５１～５４の開弁数が１である場合、ＡＢＳ保持弁５１～５４の開弁数が２で
ある場合、ＡＢＳ保持弁５１～５４の開弁数が３である場合、すべてのＡＢＳ保持弁５１
～５４が開いている場合がある。
【０１００】
　より詳細には、ＡＢＳ保持弁５１～５４の開弁数が１である場合は、前輪側のＡＢＳ保
持弁５１、５２のいずれか一方のみが開いている場合と、後輪側のＡＢＳ保持弁５３、５
４のいずれか一方のみが開いている場合との２つの場合に分けられる。ＡＢＳ保持弁５１
～５４の開弁数が２である場合は、前輪側のＡＢＳ保持弁５１、５２の双方が開いている
場合と、後輪側のＡＢＳ保持弁５３、５４の双方が開いている場合と、前輪側のＡＢＳ保
持弁５１、５２の一方と後輪側のＡＢＳ保持弁５３、５４の一方とが開いている場合との
３つの場合に分けられる。ＡＢＳ保持弁５１～５４の開弁数が３である場合は、前輪側の
ＡＢＳ保持弁５１、５２の双方と後輪側のＡＢＳ保持弁５３、５４の一方とが開いている
場合と、前輪側のＡＢＳ保持弁５１、５２の一方と後輪側のＡＢＳ保持弁５３、５４の双
方とが開いている場合との２つの場合に分けられる。
【０１０１】
　このように前輪側のＡＢＳ保持弁５１、５２の開弁と後輪側のＡＢＳ保持弁５３、５４
の開弁とを区別しているのは、前輪側のホイールシリンダ２３ＦＲ、２３ＦＬの容積と後
輪側のホイールシリンダ２３ＲＲ、２３ＲＬの容積とが通常異なるためである。その結果
、例えば、前輪側のＡＢＳ保持弁５１、５２が開状態とされている場合と後輪側のＡＢＳ
保持弁５３、５４が開状態とされている場合とでは、開弁数はともに２つと同じであるが
、制御対象容積は異なるのである。
【０１０２】
　結局、本実施形態においては、上述の合計９つの開閉状態のそれぞれについて異なる制
御ゲインの値が予め設定されて、ブレーキＥＣＵ７０に記憶されている。なお、典型的な
一例として、左右の後輪側ホイールシリンダ２３ＲＲ、２３ＲＬの合計容積が前輪側ホイ
ールシリンダ１つ分に相当する場合には制御対象容積に比例させて合計６種類の制御ゲイ
ンを設定すればよい。このようにすればブレーキＥＣＵ７０に記憶すべき定数の数を少な
くすることができる。制御ゲインは、それぞれの開閉状態における制御対象容積とホイー
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比例するように定めてもよい。この場合、制御ゲインは、制御性等の観点から適宜調整さ
れて定められてもよい。
【０１０３】
　ここで、全ＡＢＳ保持弁５１～５４が閉じている場合に対して２種類の制御ゲインを設
定してもよい。全ＡＢＳ保持弁５１～５４が閉じている場合の制御対象容積は主流路４５
等の流路に限られるためかなり小さい。よって、偏差Ｐｅが所定範囲内にある場合には制
御ゲインをゼロとして液圧をそのまま保持し、偏差Ｐｅが所定範囲外にある場合に制御ゲ
インを所定値とするようにしてもよい。この場合、全ＡＢＳ保持弁５１～５４が閉弁状態
にあることが検出された場合に直ちに制御ゲインをゼロとしてもよい。このようにすれば
液圧測定に伴う制御遅れによるオーバーシュートを抑制することができる。制御ゲインを
ゼロとした後に、全ＡＢＳ保持弁５１～５４が継続して閉弁状態でありかつ偏差Ｐｅが所
定範囲外にあることが検出された場合に制御ゲインを所定値とするようにしてもよい。こ
のようにすれば、偏差が大きい場合に目標値に制御対象液圧を追従させる余地を残すこと
ができる。ただし、偏差Ｐｅが所定範囲外にある場合の制御ゲインの大きさは制御対象容
積に比例させ、ＡＢＳ保持弁５１～５４の開弁数が１である場合よりも相当低くすること
が好ましい。
【０１０４】
　また、減圧モードにおけるフィードバックゲインＧｒは、通常ブレーキモードにおける
値よりも特別ブレーキモードにおける値を小さく設定することが好ましい。そうすれば、
特別ブレーキモードにおいて減圧モードに移行した場合であっても減圧を比較的緩やかな
ものとすることができる。
【０１０５】
　また、ホイールシリンダ圧が小さいほど制御ゲインが大きくなるように設定されていて
もよい。これは、ホイールシリンダ圧が比較的低い場合のほうが比較的高い場合よりもホ
イールシリンダ２３への流入液量に対する液圧の増加割合が小さいからである。制御ゲイ
ンはホイールシリンダ圧に応じて連続的に変化するように設定されてもよいし、所定の液
圧範囲に対して１つの制御ゲインが割り当てられるというように離散的に制御ゲインが設
定されていてもよい。
【図面の簡単な説明】
【０１０６】
【図１】本発明の一実施形態に係るブレーキ制御装置を示す系統図である。
【図２】本発明の各実施形態に係る制御処理を示すフローチャートである。
【図３】本実施形態に係る減圧リニア制御弁の開弁電流と差圧との関係の一例を示す図で
ある。
【図４】本実施形態に係る増圧リニア制御弁の開弁電流と差圧との関係の一例を示す図で
ある。
【符号の説明】
【０１０７】
　２０　ブレーキ制御装置、　２３　ホイールシリンダ、　２７　マスタシリンダユニッ
ト、　３１　液圧ブースタ、　３２　マスタシリンダ、　３３　レギュレータ、　３４　
リザーバ、　６０　分離弁、　６４　マスタカット弁、　６５　レギュレータカット弁、
　６６　増圧リニア制御弁、　６７　減圧リニア制御弁、　７０　ブレーキＥＣＵ、　７
１　レギュレータ圧センサ、　７２　アキュムレータ圧センサ、　７３　制御圧センサ。
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